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県・市連携文化施設について

文化振興課

県・市連携文化施設については、令和３年１２月の完成を目指し、この７月に工事に着

手したところであり、今後は、施設の使用料等の運営管理に関する事項を定める必要があ

るが、その基本的な考え方については次のとおりである。

１ 名称について

（１）施設名称（案）

新たな文化施設の名称を とする。「あきた芸術劇場」

その理由としては、秋田県、秋田市を代表する文化施設に相応しい名称とすること

を基本に、県・市名に共通する「秋田」を、柔らかく親しみやすい印象とするため、

「あきた」としてひらがなで冠付けするとともに、音楽・舞踊・演劇など実演芸術の

創造・発表の舞台となることを 「芸術劇場」と言い表している。、

（２）愛称

条例上の正式名称のほか、県民・市民に親しまれる施設となるよう、公募により愛

称を定めることも検討する。

（３）ホールの名称

これまでは、ホールの機能に主眼をおいて 「高機能型ホール 「舞台芸術型ホー、 」、

ル」としていたが、条例上は２つのホールを、それぞれ「大ホール 「中ホール」と」、

する。

２ 使用料の設定に関する基本方針について

（１）様々な利用形態に対応した料金体系

新施設では、コンサートや文化団体による発表会、コンベンションなど多様な利用

形態に対応した料金体系としたい。

条例で定めるホールの使用料には、舞台、客席、楽屋の全てが含まれており、さら

に利用形態に応じて、照明、音響、ピアノなどの舞台備品の使用料が加算されること

になるが、利用者にとってわかりやすい料金体系とするため、ホールと基本的な舞台

備品を合わせたセット料金を設ける。

また、舞台のみ利用、あるいは舞台とホール１階席のみ利用する場合は、舞台と全

、 。客席を利用する場合よりも低い料金とするほか 全館貸出の料金についても検討する

駐車場については、施設利用者は一定台数無料で駐車できるようにし、一般来場者

の駐車料金は、例えば最初の３時間までを基本料金とし、それ以降は一時間ごとの加

算とするなど、施設の利用特性に即した料金体系について検討する。
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【例】

舞台のみ利用の場合：最低利用料金（基本料金）の５０％程度の料金

舞台及び１階席のみ利用の場合：利用料金の８０％程度の料金 等

（２）サービスに対応した適切な料金水準

既存施設に比べ、大規模で高度な機能を有する施設となるため、光熱水費や舞台設

備等の維持・運用費がかかり増しとなることから、利用料金については現行水準を上

回る設定となることは避けられないものの、全国の類似施設の料金も参考としつつ、

過大とならない適切な料金水準とする。

【参考】

①平成以降に整備された施設の最低利用料金（基本料金）の全国平均

大ホール 座席数：1,835席 基本料金：168,825円

中ホール 座席数： 751席 基本料金： 85,872円

②既存施設の最低利用料金（基本料金）

県民会館大ホール 座席数：1,839席 基本料金：85,700円

市文化会館大ホール 座席数：1,188席 基本料金：86,304円※

※（含む冷暖房料）

（３）事業の営利性を考慮した料金体系

ホールの利用料金については、入場料の有無や金額等に応じた段階的な料金設定と

する。また、学校等教育機関の利用については、減免措置を講じるなど配慮する。

【考え方】

入場料に応じて、現行水準とほぼ同様に最大で３倍程度の差を設ける

学校行事等で利用する場合、これまでと同様に５０％程度の減免を行う 等

３ 施設の所有形態と維持管理について

（１）所有形態

施設の所有形態については、負担割合（県：57.5％ 市：42.5％）を持ち分とする

県・市による全共有方式とする。これにより、県・市が同等の立場で連携し、一体と

なって施設の運営管理を行うことが可能となる。

（２）運営管理

県・市一体の運営管理に向けて、県と市が共同で一の指定管理者に委託することと

する。また、県・市それぞれが同一の内容の条例を定めるほか、運営協議会を設け、

両者の意見調整を図ることとする。
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新スタジアム整備に向けた諸課題の調査・研究について（中間報告）  
 
 

スポーツ振興課  
 
 

１ 目的  

 

昨年度とりまとめた「新スタジアム整備構想策定協議会報告書」で示され

た、八橋運動公園、秋田プライウッド敷地、秋田大学敷地の３か所について、

県と秋田市が深掘りした調査・研究を行い、それぞれの候補地における課題

解決の可能性を探る。  
 

２ 基本的な考え方  

 

３候補地ともに大小様々な課題を抱えているが、今般の調査・研究におい

ては、スタジアム整備を進める上で大きな支障となる課題を中心に検討を行

うこととした。  
候補地ごとの主な検討課題は次のとおり。 

 
 

候補地  主な検討課題  

八橋運動公園  第２球技場と健康広場の代替地の確保  

秋田プライウッド敷地  津波等の浸水対策  

秋田大学敷地  スタジアム整備に必要となる十分なスペースの確保  
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３ 調査・研究の状況

候補地ごとに課題を整理するとともに、県と秋田市が検討材料を提示しなが

ら、課題解決に向けた協議を進めてきた。これまでの検討状況は次のとおりで

ある。

〇候補地の課題検討

ア 八橋運動公園

県が代替地を提示し、八橋運動公園の設置者である秋田市が提案に対する

考え方を示すという手法で検討を行った。県からは、代替地案として次の２

案を示した。

■第２球技場と健康広場の代替地

県からの提案に対して、秋田市は、別紙１・２のとおり具体的条件を提示

した上で、全て「不適」との見解を示した。

【課題】

中高生をはじめ市民の利用率が高い第２球技場（人工芝、10,140 ㎡）

と健康広場（天然芝、10,140 ㎡）にスタジアムを整備する場合、両施設

の現実的な代替地がなく、運動公園の機能確保と施設バランスの維持が

困難である。

＜秋田市が求める代替地の具体的条件＞

○ 面積と形状

・サッカーのピッチが確保可能な面積と形状

○ 八橋運動公園との一体性、利便性と施設バランス

・八橋運動公園内又は隣接が必要

・第２球技場と健康広場の代替地の分離の場合は個別に検討

○ 津波浸水想定区域外

○ 所有者と利害関係者等の同意

第２球技場 健康広場

代替地案① 秋田県立新屋運動広場 秋田市文化会館敷地

代替地案② 秋田県立向浜運動広場四面球場とその周辺
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イ 秋田プライウッド敷地  

【課題】 

秋田市のハザードマップにおいて、津波と洪水による浸水が想定されて

いる（0.5ｍ～3.0ｍ未満）。 

 

当地は、県の津波浸水想定調査による最大津波を対象に策定した秋田市

津波ハザードマップにおいて、市域に最も大きな影響を与えることが予想

される３つの海域の連動地震（Ｍ8.7 程度）が発生した場合の津波浸水想

定区域となっており、その対応策を検討した。 

 

■防災拠点施設としての整備 

ハザードマップにおいて、津波から避難するための安全性や機能性が確

保されている場所として、当地周辺では、「秋田県赤十字血液センター（３

階：120 人）」および「株式会社ユアテック秋田支社（３～５階：260 人）」

が津波避難ビルに指定されている。 

当地は、事業所や工場が立地し、昼間人口の多い地区であり、スタジア

ムの観客席や本体建物は一定の高さ（17.5～21.0ｍ）になることから、津

波避難ビルとしての活用を想定することは可能である。 

 

■かさ上げ等の防災対策に係る経費 

当地の津波浸水深は 0.5～3.0ｍ、同地周辺の津波到達予想時間は 46～

47 分となっていること、また洪水浸水深も 0.5～3.0ｍとなっていること

を踏まえ、その対応策として 3.0ｍの盛土を行い、新スタジアムを建設す

ると仮定した。 

昨年度の調査報告書においてモデルとしたスタジアムを基本として、今

後は土の量や盛土の単価算定等の必要な情報を収集する。 
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ウ 秋田大学敷地 

【課題】  

Ｊ２基準の整備であってもスペース的に大きな制約がある。  

 

当地はＪ１基準のスタジアムを整備するにはスペース不足とされている

が、Ｊ２基準を満たすスタジアムの配置は可能とされていることから、ま

ずはＪ２基準での整備の可能性について検証した。 

 

■Ｊ２基準のスタジアム整備の可能性 

秋田大学敷地には、観客席の配置に工夫を加えることによりＪ２基準の

スタジアム（東西122ｍ×南北162ｍ、面積19,200㎡）を建設することは可

能であるものの、敷地の余地が非常に少ないことから、観客の試合前後の

滞留スペースや安全な移動のための動線確保などに制約が生じる可能性が

ある。 

また、飲食・物販スペースや各種イベントを開催する場合の交流スペー

スなどを確保できるかどうかについても、専門家の意見を聞きながら見極

める必要がある。 

 

■近隣用地確保の可能性 

隣接する大学敷地の確保により、上記の課題をクリアできる可能性があ

ることから、用地の提供について、今後、大学の意向を確認する必要があ

る。 

なお、現在利用されている陸上競技場の代替地の整備についても、併せ

て確認する必要がある。 
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４ 今後の対応 

 

３候補地が抱える課題の解決策やその実現性、資金調達手法等につい

て更に精査を重ね、年度内に最終報告をとりまとめる。 

 

（１）候補地の課題検討 

ア 八橋運動公園 

代替地の具体的な条件を踏まえ、スポーツ科学センター敷地に代替

施設を配置する場合の課題やその解決策を整理するなど、八橋運動公

園内での代替地確保の可能性を探る。 

 

イ 秋田プライウッド敷地 

防災拠点施設として整備する際の工法検討や費用の試算をするほか、

土地所有者に対して土地利用条件の確認等を行う。 

 

ウ 秋田大学敷地 

陸上競技場の隣接地確保の可能性や、陸上競技場の代替地整備につ

いて、大学の意向や条件の確認を行った上で、Ｊ２基準の整備につい

ての適否を検討する。 

 

（２）その他 

ア 他団体の事例研究 

スタジアム整備に取り組む団体を訪問し、資金調達手法や基本構想

策定等の先進事例の研究を行う。 

 

イ 専門家の意見聴取 

資金調達や民間資金導入の手法、各地のスタジアム整備に関しての

知見を有する専門家から意見聴取する。 

 

ウ チームに対する意見聴取 

ブラウブリッツ秋田に対し、建設場所などに関して意見聴取する。 
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（参考）県と秋田市の協議状況  
４月２３日 調査・研究の進め方等  
５月１４日 調査・研究課題の整理等  
５月３１日 調査・研究課題の整理等  
６月２７日 課題の検討（課題解決に向けた調査・研究結果の報告等）  
７月 ２日 課題の検討（第２球技場と健康広場の代替地の条件明示等）  
７月２３日 中間報告案の方向性、課題の検討  

（中間報告案のたたき台の検討等）  
７月３１日 中間報告案の検討、課題の検討  
８月２３日 中間報告案の検討、課題の検討  
９月 ６日 中間報告とりまとめ  
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区
域
外
で
あ
る
。

④
所
有
者
、
利
害
関
係
者
等

の
同
意
を
得
ら
れ
る
見
通
し

は
あ
る
か

・
実
現
性
に
大
き
な
疑
問
の
あ
る
も
の
は
、
除
外

の
必
要
あ
り

○
県
有
地
で
あ
る
。

△
市
有
地
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
跡
地
利
用
の
方
針

は
未
定
で
あ
る
。

代
替
地
案
①

秋
田
県
立
新
屋
運
動
広
場

（
第
２
球
技
場
の
代
替
地
）

秋
田
市
文
化
会
館
敷
地

（
健
康
広
場
の
代
替
地
）

全
体
評
価

評
価
の
視
点

【
下
記
①
～
④
を
全
て
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
】
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向
浜
運
動
広
場
の
四
面
球
場
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て

別
紙
２

×

　
新
ス
タ
ジ
ア
ム
建
設
地
の
検
討
に
当
た
り
津
波
の
影
響
が
大
き
な
懸
念
事
項
と
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
当
該

地
は
プ
ラ
イ
ウ
ッ
ド
敷
地
を
超
え
る
津
波
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
主
に
中
高
生
等
が
利
用
す
る
施
設
の
代

替
地
と
し
て
、
著
し
く
不
適
で
あ
る
。

　
ま
た
、
八
橋
運
動
公
園
か
ら
直
線
距
離
で
約
2
.5
㎞
離
れ
て
お
り
、
同
公
園
と
の
一
体
性
が
確
保
で
き
ず
、

ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
市
民
の
憩
い
の
場
と
す
る
た
め
に
計
画
的
に
整
備
し
た
運
動
公
園
の
施
設
バ
ラ
ン
ス
と
機

能
が
損
な
わ
れ
る
ほ
か
、
現
在
地
と
比
較
し
、
市
中
心
部
か
ら
離
れ
る
た
め
、
中
高
生
を
は
じ
め
と
し
た
多
く

の
利
用
者
の
利
便
性
が
損
な
わ
れ
る
。

①
面
積
は
十
分
か
。
ま
た
、

サ
ッ
カ
ー
の
ピ
ッ
チ
を
確
保
可

能
な
形
状
か

・
必
要
面
積
　
　
2
0
,2
8
0
㎡

　
第
２
球
技
場
　
1
0
,1
4
0
㎡

　
健
康
広
場
　
　
1
0
,1
4
0
㎡

・
１
面
あ
た
り
　
1
0
5
ｍ
×
6
8
ｍ
＋
余
裕
距
離

・
現
状
の
第
２
球
技
場
、
健
康
広
場
は
各
１
面
確

保
可

○
十
分
な
面
積
（
約
2
7
,0
0
0
㎡
）
が
あ
り
、
形
状
も
問
題
な
い
。

②
八
橋
運
動
公
園
と
の
一
体

性
を
保
て
る
か
。

　
公
園
の
利
便
性
、
施
設
バ

ラ
ン
ス
を
損
な
わ
な
い
か
（
維

持
で
き
る
か
）

・
八
橋
運
動
公
園
内
又
は
隣
接
す
る
こ
と
が
必
要

・
第
２
球
技
場
と
健
康
広
場
の
代
替
地
が
分
離
さ

れ
る
提
案
の
場
合
は
、
よ
り
慎
重
に
検
討

×

八
橋
運
動
公
園
か
ら
直
線
距
離
で
約
2
.5
㎞
離
れ
て
お
り
、
同
公
園
と
の
一
体
性
が
確
保
で
き
ず
、
各
種
総
合

競
技
大
会
で
の
活
用
、
あ
き
ぎ
ん
ス
タ
ジ
ア
ム
で
の
大
会
開
催
時
の
ア
ッ
プ
会
場
と
し
て
の
活
用
、
日
常
的
な
市

民
利
用
が
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
市
民
の
憩
い
の
場
と
す
る
た
め
に
計
画
的
に
整
備
し
た
運
動

公
園
と
し
て
の
施
設
バ
ラ
ン
ス
と
機
能
が
損
な
わ
れ
る
ほ
か
、
現
在
地
と
比
較
し
、
市
中
心
部
か
ら
離
れ
る
た
め
、

中
高
生
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
利
用
者
の
利
便
性
が
損
な
わ
れ
る
。

③
津
波
浸
水
想
定
区
域
に
指

定
さ
れ
て
い
な
い
か

・
第
２
球
技
場
、
健
康
広
場
は
指
定
区
域
外

・
主
に
中
高
生
等
が
利
用
す
る
施
設
で
あ
り
、
指

定
区
域
内
は
代
替
地
と
し
て
不
適
切
。
高
さ
の
あ

る
新
ス
タ
ジ
ア
ム
以
上
に
懸
念
は
大
き
い

×

新
ス
タ
ジ
ア
ム
建
設
地
の
検
討
に
当
た
り
津
波
の
影
響
が
大
き
な
懸
念
事
項
と
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
当
該
地
は

プ
ラ
イ
ウ
ッ
ド
敷
地
を
超
え
る
津
波
浸
水
が
想
定
さ
れ
て
お
り
（
場
所
に
よ
り
、
3
.0
ｍ
以
上
5
.0
ｍ
未
満
又
は
0
.5
ｍ

以
上
3
.0
ｍ
未
満
）
、
主
に
中
高
生
等
が
利
用
す
る
施
設
の
代
替
地
と
し
て
、
著
し
く
不
適
で
あ
る
。

（
平
面
的
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
る
た
め
、
高
さ
の
あ
る
新
ス
タ
ジ
ア
ム
以
上
に
懸
念
は
大
き
い
。
）

④
所
有
者
、
利
害
関
係
者
等

の
同
意
を
得
ら
れ
る
見
通
し

は
あ
る
か

・
実
現
性
に
大
き
な
疑
問
の
あ
る
も
の
は
、
除
外

の
必
要
あ
り

△
県
有
地
で
あ
る
が
、
既
存
の
四
面
球
場
の
利
用
者
が
年
間
約
３
万
人
お
り
、
そ
の
対
応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

代
替
地
案
②

秋
田
県
立
向
浜
運
動
広
場
の
四
面
球
場
お
よ
び
そ
の
周
辺

（
第
２
球
技
場
・
健
康
広
場
の
代
替
地
）

全
体
評
価

評
価
の
視
点

【
下
記
①
～
④
を
全
て
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
】
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２０２１ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ

秋田たざわ湖大会の開催申請について

スポーツ振興課

「 （ ）２０１５年から仙北市のたざわ湖スキー場で開催されている ＦＩＳ 国際スキー連盟

」 、 、フリースタイルスキーワールドカップ について 仙北市及び県スキー連盟等と協議の上

２０２１年大会の開催申請を行うこととした。

１ 大会開催の目的

これまでの開催により 「秋田たざわ湖」をモーグルの聖地として国内外にアピール、

してきたが、今後更にそのイメージ向上を図り、２０２２年の冬季オリンピック北京大

会に向けた各国モーグルチームの合宿誘致や外国人スキーヤーを中心とした冬季の誘客

に結び付けていく。

２ 大会概要

・主 催：国際スキー連盟、(公財)全日本スキー連盟

・運営主体：ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会組織委員会

秋田県、仙北市、秋田県スキー連盟等）（

・開催時期：２０２１年２月下旬（予定）

・会 場：秋田県たざわ湖スキー場 黒森山コース

・競技種目：男女モーグル、男女デュアルモーグル

、 、 ， （ ）・参 加 者：選手７１人 コーチ等５７人 観客９ ５００人 ２０１９年大会実績

３ 今後のスケジュール

・令和元年９月 国際スキー連盟へ開催申請

・令和２年５月 国際スキー連盟総会において開催地及び開催日を正式決定

・令和３年２月 ２０２１年大会開催
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第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会の開催について

スポーツ振興課

１ 要請の内容

先月３０日、公益財団法人日本スポーツ協会関係者などが県庁を訪れ、知事に対し、

令和３年２月の第７６回国民体育大会冬季大会スキー競技会に続き、第７７回大会に

ついても鹿角市花輪スキー場で開催することを検討してほしいとの要請があった。

２ 要請の背景

国体は、都道府県の持ち回りで開催し、３年前に開催地が決定されることが基本と

なっている。冬季大会スキー競技会については、公認ジャンプ台を有する都道府県が

限られていることや、他の行事などそれぞれの地域が抱える事情もあって、開催地の

決定が難航している。

こうした中、全競技が１か所で開催できる点や、地元が有している運営ノウハウが

評価され、本県に要請があったものである。

３ 開催の効果

国体開催により、次のような効果が期待できる。

・トップレベルの競技を間近で見ることによる、県内ジュニア選手の競技力向上

・開催に伴う地域経済波及効果

・全国への本県の魅力発信

４ 今後の対応

今後は、鹿角市や県スキー連盟、県体育協会など関係機関と十分協議を行った上で、

対応方針を決定する。

【参考】

○国民体育大会冬季大会スキー競技会の概要

・主 催：公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開催県、

公益財団法人全日本スキー連盟、開催市町村

・会 期：２月中旬～下旬（４日間）

・競 技：①アルペン競技

ジャイアントスラローム

②ノルディック競技

スペシャルジャンプ、コンバインド、クロスカントリー

○第６８回大会（平成２５年「あきた鹿角国体２０１３」）開催実績

・運 営 費 １１４，８８７千円 内訳 国補助金等 90,898千円

県 15,993千円

鹿 角 市 7,996千円

・選手、役員等 約４，０００人

・経済波及効果 約２７０，０００千円（※国体実行委員会推計）
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